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△ 養子の数

Q :父が亡くなりました。父の相続人の中

には養子がいるのですが、法定相続人に含め

られる養子の数には制限があると聞きました。

どのような制限でしょうか。

A ●
● 法定相続人の数に含める養子の数は、

実子がある場合には1人、実子がない場合に

は2人に制限されます。

【解説】

相続税の計算過程において、法定相続人の

数は重要な要素となり、この数が多いほど相

続税額は安くなるという仕組みになっていま

す。養子縁組が節税のためだけに行われるよ

うにもなってきたため、このような行きすぎ

た節税策に対抗するために、相続税の計算上、

被相続人に養子がいる場合の法定相続人に含

められる養子の数について、次のような制限

が設けられました。

(1)被相続人に実子がいるとき

・・・･養子のうち1人まで

(2)被相続人に実子がいないとき

・・・･養子のうち2人まで

これにより養子の数が法定相続人の数に算

入されない場合には、遺産に係る基礎控除額

の計算のほか、相続税の総額の計算、生命保

険金・退職手当金の非課税限度額の計算にも

影響することになります。

なお、民法の規定によって特別養子となっ

た者や、被相続人の配偶者の実子で被相続人

の養子（連れ子養子）となった者など一定の

者は、上記の制限規定の適用上は実子とみな

されることになります。


